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堺市立斎場における ESCO事業の提案を募集します 
 

堺市では、堺市地球温暖化対策実行計画及び堺市公共施設等総合管理計画において ESCO 事業の活用を

掲げており、徹底した省エネルギー化による温室効果ガスの削減と光熱水費の削減を推進しています。 

この度、堺市立斎場において ESCO 事業を導入するため、以下のとおり ESCO 事業の提案を募集します。 

 

1 施設名称 

堺市立斎場（堺市堺区田出井町 4 番 1 号） 

 

2 選定方式 

公募型プロポーザル方式により選定 

 

3 契約方式 

シェアード・セイビングス契約（ESCO サービス料上乗せ型） 

 

4 契約期間 

最長 15 年間 

 

5 公開先 

【堺市立斎場 ESCO 事業の公募型プロポーザルの実施について】 

（URL）https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/saving_energy-

public_section/esco/saijo.html 

 

6 応募方法 

参加表明書等に必要事項を記入の上、持参又は郵送等にて以下のご提出先までご提出ください。 

受付期間：令和 5 年 6 月 16 日（金）から 6 月 23 日（金）まで 

提 出 先：堺市環境局 カーボンニュートラル推進部 脱炭素先行地域推進室（堺市役所本庁舎高層館 5 階） 

〒590-0078 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号 

 

7 最優秀提案者及び優秀提案者の選定 

令和 5 年 10 月下旬（予定） 

 

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/saving_energy-public_section/esco/saijo.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/saving_energy-public_section/esco/saijo.html


 

【参考】 

■ESCO 事業の概要 

「ESCO」は Energy Service Company の略。民間事業者（ESCO 事業者）が、省エネルギーサービスとし

て、既存設備の改修に係る設計、施工、運転管理、維持管理、エネルギー削減効果の計測・検証などの包括

的なサービスを提供し、光熱水費の削減を図る事業。省エネルギーサービスの対価として、光熱水費の削減分で

ESCO サービス料を支払う。ESCO 事業者により、光熱水費の削減額が保証される。堺市では、北区役所と東

区役所で実施している。 

 

■シェアード・セイビングス契約の概要 

シェアード・セイビングス契約では、ESCO 事業者が省エネルギーサービスの提供に必要な資金を調達する。

ESCO 事業者は、省エネルギーサービスの対価である ESCO サービス料で、調達した資金を回収する。 

 

■ESCO サービス料上乗せ型の概要 

既存設備の改修に要する費用を上乗せして ESCO サービス料を支払う手法。光熱水費の削減分で賄えない工

事費の設備を改修することができる。これにより、空調熱源システムなど工事費が高額となる設備を改修すること

が可能となり、エネルギーの削減量を増やすことができる。 

 

 

問
い
合
わ
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先 

担 当 課：環境局 カーボンニュートラル推進部 脱炭素先行地域推進室 

電 話：072-340-2095 

フ ァ ッ ク ス：072-228-7063 

 


